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●植木鉢など 
ベランダや家のまわりにある植木
鉢や物干し竿など、飛散の恐れが
あるものは撤去する。 

●樹木 
近くにある大きな木の枝は、強風で
家屋を傷めるのでせん定しておく。 

●アンテナなど 
テレビのアンテナ、看板などはし
っかり針金などで固定しておく。 

●雨どい 
落葉、土砂などを取り除き、排水を
スムーズにしておく。 

●玄関など 
「土のう」を事前に準備し、雨水な
どの浸入 
に備える。 

●車庫・小屋などの屋根・外壁 
風圧によるトタン塀の飛散、大雨
による雨漏り防止のため、留め金
具などをチェックする。 

●側溝 
家のまわりの下水溝などのごみや
泥を取り除き、水はけをよくしておく。 

●雨戸・シャッター・ひさし 
破損、腐り、がたつき、ゆるみの応
急修理をする。 

住宅で注意すること 住宅で注意すること 

被害が心配されるときは 被害が心配されるときは 避難するときの注意 避難するときの注意 

普段から確認しましょう 普段から確認しましょう 

問い合わせ…災害対策室　蘂048－258－1110（内線2246・2257） 　薨048－252－4074

1 下記の消防分署へ連絡の上、直接受け取りに来てください。 
2 一世帯あたり１０袋程度を限度として提供します。マンション、事業所など規模
　の大きい場合は、対象外となります。 
3 降雨時などの警戒体制のときは提供できない場合がありますので、事前に準
　備してください。 
4 使用済みの土のうは、自己処分をお願いします。 
 

風水害とは、台風や大雨、集中豪雨などによる災
害のことです。台風の接近は、テレビやラジオ、
インターネットなどで事前に情報が得られますが、
大雨や集中豪雨は、気象の変化で突然発生するこ
とがあります。日ごろから、みなさんの家で、そ
して地域で風水害に備えることが必要です。 

・避難の準備 
・高齢者や子ども、障害のあるか
たなど、避難に援護が必要なか
たは、避難を開始 

・防災行政無線 
（サイレン含む） 
・自主防災組織などの協力 
・テレビやラジオ 
・インターネット 
・防災情報メール 
・広報車 
・消防車両 

・避難できるかたは、速やかに避
難を開始 

・避難中もしくは避難をしていな
いかたも、ただちに避難を開始 

市民への伝達方法 

提供施設 住　所 電　話 

市民のとるべき行動 

避難準備情報 
（自主的避難） 

避 難 勧 告 

避 難 指 示 
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横曽根消防分署 
南平消防分署 
安行消防分署 
芝消防分署 
戸塚消防分署 
神根消防分署 
 

西川口３－１８－１ 
新井町１７－２０ 
安行領家９６８ 
芝下２－１－１ 
戸塚３－１３－１６ 
神戸３４ 
 

０４８－２５１－３３００ 
０４８－２２２－５８１８ 
０４８－２９６－１１１０ 
０４８－２６１－５９５２ 
０４８－２９６－５５６７ 
０４８－２８２－３２３８ 
 

災害の状況により発令されます 
市役所からの避難情報 「土のう」を無償提供します 「土のう」を無償提供します 

非常時持ち出し品の確認 
貴重品 

散歩をかねて避難場所や
安全な避難経路を確認 

現金・通帳・権利証書・
印鑑・健康保険証など 

応急医療品・常備薬 
消毒薬・胃腸薬・体温計・
ばんそうこう・包帯など 

非常食・飲料水 
缶詰・チョコレート・ペッ
トボトルなど 

生活用品 
ライター・ろうそく・ビニ
ール袋・筆記用具など 

衛生用品・携帯トイレ 
せっけん・歯ブラシ・タ
オル・ティッシュなど 

衣類 
上着・下着・靴下・軍手・
レインコートなど 

非常時持ち出し袋を用意し
ときどき中身を確認 

テレビやラジオ、インター
ネットなどで情報を得る 

生命や財産を守る準備 
・土のうを用意 
・早めの帰宅 
・家財道具や貴重品、
食料品などを高い場
所へ移動 

停電に備え、懐中電灯(ひ
とり１個)やラジオ、電池
を準備 

非常時持ち出し品の中身を
確認 

避難は地域(集団)で 
隣近所のかたの安否を確認
し集団で 
避難 

高齢者や子どもに配慮 
高齢者や子ども、障害のあ
るかたなどの避難に協力を 

動きやすい服装 
ひも付きの運動靴を！ 
はだしや長靴は厳禁 
 

足元に注意 
水面下には溝や
側溝などの危険
が 車で避難しない 

道路冠水や渋滞などで動け
なくなる場合が 


